
2「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」

1「最高裁判所長官からのごあいさつ」

3 調査票

4 調査票の記入のしかた（Ａ３判・両面） 5 よくわかる！裁判員制度Ｑ＆Ａ（小冊子）

6 返送用封筒 7 バーコードシール

（音声コードです）（音声コードです）

【裁判所までお知らせください！】

身体の不自由などの理由により、お手伝いを必要
とされる方は、「裁判員候補者名簿への記載のお
知らせ」に書かれている地方裁判所まで、お知ら
せください。

お知らせ お知らせ同封物について 調査票について
本パンフレット以外に以下の書類が同封されています。

裁判員候補者として
お越しいただく場合
の裁判所やコールセ
ンターの電話番号が
記載されています。

１ページ目が「裁判員
候補者名簿への記載
のお知らせ」（　）に、
２～４ページ目が調
査票（　）になってい
ます。

調査票の回答の
しかたや資料の
提出についての
説明が記載され
ています。

裁判員制度がイラストでわかり
やすく解説されています。

調査票の返送時にご使用ください。

調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、無用に裁判所にお越し
いただくことがないようにするためのものです。

○調査票では、辞退の希望の有無やその理由、裁判員になることができない職業に就いて
いるか（就職禁止事由）などについてお尋ねします。くわしくは同封の「調査票の記入のし
かた」をご参照ください。

○調査票のいずれかの項目に当てはまる方のみ、必要事項を記入の上、返送用封筒に入れて

　令和元年11月29日（金）【必着】
　までにご返送ください。

○現時点で調査票のいずれの項目にも当てはまらない方は、返送は不要です。
　なお、調査票で辞退を希望しなかった場合でも、実際の事件で裁判員候補者に選ばれた際
にお送りする質問票や選任手続期日において辞退を申し出ていただくことが可能です。

裁判員を選ぶ期日（選任手続期日）まで の流れ 当　日

１枚の書類（A3判）

名簿の作成
地方裁判所ごとに、令和2
年中に用いる裁判員候補者
名簿を作成します。

現　在
「裁判員候補者名簿への
記載のお知らせ」と
調査票の送付

くわしくは、
下欄を

ご覧ください。

事
件
の
起
訴

調査票により、
辞退が認められる方

質問票により、
辞退が認められる方

裁判所にお越しいただく
ことはありません。

質問票をお送りして、具体的な裁
判の日程を前提としたご都合等を
お尋ねします。

・くじによる候補者の選定
・選任手続期日のお知らせと
　質問票の送付 裁判員を選任

辞退が認められるなどした方以外の裁
判員候補者の中から６人の裁判員が選
ばれます。

裁判員は、
３人の裁判官とともに

刑事裁判に立ち会い、被告人が
有罪か無罪か、有罪の場合に
どのような刑にするかを

判断します。

2 3

返送用封筒(　)のうらの貼付欄に貼ってください。また、
調査票 (　) とあわせて提出する資料があれば、その資料
の余白に貼ってください。
このバーコードシールを貼るこ
とで住所・氏名の記載を省略す
ることができます。
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裁判員候補者名簿への記載のお知らせ
　このたび,あなたは,抽選の結果に基づいて,当裁判所の裁判員候補者名簿（有効期
間令和２年１月１日から同年１２月３１日まで）に記載されましたので,お知らせい
たします。
　現段階では,名簿に記載されただけであり,裁判所にお越しいただく必要はありま
せん。
　今後,この名簿をもとに,実際の事件ごとに裁判員候補者を選んだ上で,当裁判所に
おいてその候補者の中から裁判員を選ぶ手続を行います。あなたが具体的な事件の
裁判員候補者として選ばれて,裁判員を選ぶ手続のため,当裁判所にお越しいただく
必要が生じた場合には,別途,事前にお知らせいたします。

お問い合わせは　裁判員候補者専用コールセンター  へ
開設期間　令和元年11月14日（木）～令和元年12月13日（金）
　　　　※　令和元年12月14日（土）以降は,コールセンターにつながり
　　　　　　ませんのでご注意ください。
受付時間　午前8時30分～午後6時30分（日曜日・祝日は休業）
電　　話　０１２０－＊＊＊－＊＊＊（無料）
　　　　※　携帯電話・PHSからも無料で通話ができます。
　　　　※　一部のIP電話からは,ご利用いただけません。
　　　　　　お手数ですが,＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊をご利用ください
　　　　　  （その際,通常の固定電話への通話料がかかります。）。

（調査票は,③,④ページにあります）

1 ページ

令和元年11月13日

00000000#
000

〒０００－００００
○○県○○市○○町○丁目○－○

○○○○　様

○○地方裁判所

　○○地方裁判所　刑事訟廷事務室
　住所　〒０００－００００
　　　　○○県○○市○○町○丁目○－○

　電話　００００－００－００００
ＦＡＸ　００００－００－００００

0000000000

調　査　票 秘 以下の事由にあてはまらない方は、
ご提出いただく必要はありません。

返送期限　令和元年11月29日（金）【必着】

第 1 １年間を通じ、裁判員になることを辞退できる場合

第 2 裁判員になることができない職業

1　該当する。 身分証明書の写し等
の資料が必要です。

うらに続きます

ページ

次の1～6に当てはまる場合には、1年間を通じて辞退をすることができます。辞退を
希望する場合には、当てはまる番号に ○ をつけ、必要な事項を記入してください。

同封の「調査票（③ページ）の記入のしかた（おもて）」記載のア～ツの職業の
いずれかに当てはまる場合には、裁判員になることができません。当てはまるも
のがある場合には、次の「１」に ○ をつけてください。
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1　令和2年1月1日現在、70歳以上である。

5　令和2年の1年間を通じ、学校の学生又は生徒である。

2　平成28年4月1日以後、裁判員又は補充裁判員の職にあった
　　ことがある。

　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　地方裁判所　　　　　　支部

3　平成30年4月1日以後、選任予定裁判員であったことがある。
　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　地方裁判所　　　　　　支部

4　平成28年4月1日以後、検察審査員又は補充員の職にあった
ことがある。

　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　検察審査会

6　令和2年の1年間を通じ、ご自身の重い病気又はケガにより
裁判に参加することがむずかしい。

(病名、現在の症状等を記入してください。）

質問は終了です。
年齢を証明する
資料は不要です。

資料は不要です。

学生証の写し等の
資料が必要です。

診断書の写し等
の資料は、すでに
お手元にあるな
ど、容易に準備で
きる場合には提
出してください。

00000000# 1

○○　○○　様

0000000000

○○地方裁判所

4 ページ

第 3 裁判員になることが特にむずかしい特定の月がある場合

第 4 氏名・住所の変更があった場合は、変更後の氏名・住所を記入してください

調査票（続き）

【具体的な事情】【 理 由 】

1　仕事上の事情

2　重要な用事・予定

3　出産予定

4　重い病気又はケガ

5　介護等

6　育児

〈その1〉

月

【辞退を希望する月】

【具体的な事情】

〈その2〉

月

【辞退を希望する月】

【変更後の氏名】

姓

都 道
府 県

区 市
郡

名

【変更後の住所】

これで終わりです
きりとり線で切り離して返送してください

〒 -

【 理 由 】

1　仕事上の事情

2　重要な用事・予定

3　出産予定

4　重い病気又はケガ

5　介護等

6　育児

ひと月のみ記入
してください。

ひと月のみ記入
してください。

2か月を上限に、辞退を希望する月を記入し、その理由の番号に ○ をつけてください。
あわせて、具体的な事情を記入してください。（「調査票（④ページ）の記入のしかた（うら）」参照）

調　査　票 秘 以下の事由にあてはまらない方は、
ご提出いただく必要はありません。

返送期限　令和元年11月29日（金）【必着】

第 1 １年間を通じ、裁判員になることを辞退できる場合

第 2 裁判員になることができない職業

1　該当する。 身分証明書の写し等
の資料が必要です。

うらに続きます

ページ

次の1～6に当てはまる場合には、1年間を通じて辞退をすることができます。辞退を
希望する場合には、当てはまる番号に ○ をつけ、必要な事項を記入してください。

同封の「調査票（③ページ）の記入のしかた（おもて）」記載のア～ツの職業の
いずれかに当てはまる場合には、裁判員になることができません。当てはまるも
のがある場合には、次の「１」に ○ をつけてください。

3

1　令和2年1月1日現在、70歳以上である。

5　令和2年の1年間を通じ、学校の学生又は生徒である。

2　平成28年4月1日以後、裁判員又は補充裁判員の職にあった
　　ことがある。

　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　地方裁判所　　　　　　支部

3　平成30年4月1日以後、選任予定裁判員であったことがある。
　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　地方裁判所　　　　　　支部

4　平成28年4月1日以後、検察審査員又は補充員の職にあった
ことがある。

　　　　　年　　　月ころ　　　　　　　検察審査会

6　令和2年の1年間を通じ、ご自身の重い病気又はケガにより
裁判に参加することがむずかしい。

(病名、現在の症状等を記入してください。）

質問は終了です。
年齢を証明する
資料は不要です。

資料は不要です。

学生証の写し等の
資料が必要です。

診断書の写し等
の資料は、すでに
お手元にあるな
ど、容易に準備で
きる場合には提
出してください。

00000000# 1

○○　○○　様

0000000000

○○地方裁判所

調査票（③ページ）の記入のしかた（おもて）

◆　国会議員、国の行政機関の幹部職員等のうち次の人
ア　国会議員
イ　国務大臣
ウ　次のいずれかに当てはまる国の行政機関の職員
① 一般職の職員のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員（事
務次官、外局の長、試験所・研究所の長、病院・療養所の長
その他の人事院規則で定めるもの）
②　特定任期付職員のうち、一般職の任期付職員の採用及び給
与の特例に関する法律第7条第1項に規定する7号俸の俸給月
額以上の俸給を受ける人
③　特別職の職員のうち、特別職の職員の給与に関する法律別
表第一及び別表第二の適用を受ける職員
④　防衛省の職員のうち、上記①記載の指定職俸給表の適用を
受ける職員、上記②記載の7号俸の俸給月額以上の俸給を受け
る特定任期付職員

◆　司法関係者、法律専門家等のうち次の人
エ　裁判官及び裁判官であった人
オ　検察官及び検察官であった人
カ　弁護士（外国法事務弁護士を含む。以下同じ。）

及び弁護士であった人
キ　弁理士
ク　司法書士
ケ　公証人
コ　司法警察職員としての職務を行う人
サ　裁判所の職員（非常勤は除きます。）
シ　法務省の職員（非常勤は除きます。）
ス　国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員

並びに警察職員（非常勤は除きます。）
セ　判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する人
ソ　学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学

院の法律学の教授又は准教授
タ　司法修習生

◆　その他次の人
チ　都道府県知事及び市町村（特別区を含む。）の長
ツ　自衛官

第1-1　70歳以上の方
令和2年1月1日現在、70歳以上の方は、辞退でき
ます。

平成28年4月1日以後、裁判員又は補充裁判員の
職にあった方や、平成30年4月1日以後、選任予
定裁判員であった方は、辞退できます。選ばれた
時期及び裁判所名をわかる範囲で記入してくだ
さい（裁判所名がわからない場合には、おおよそ
の所在地でも結構です。）。

第1-2　裁判員又は補充裁判員の職に
あったことがある方

第1-3　選任予定裁判員であったことが
ある方

平成28年4月1日以後、検察審査員又は補充員
の職にあった方は、辞退できます。選ばれた時期
及び検察審査会名をわかる範囲で記入してくだ
さい（検察審査会名がわからない場合には、おお
よその所在地でも結構です。）。

第1-4　検察審査員又は補充員の職に
あったことがある方

以下のアからツまでの職業に就いている方は、辞退
の希望の有無にかかわらず、職業上の理由から裁判
員になることができません。
 資料の例　身分証明書の写し等
　提出された資料は返却できません。原本が必要な
場合は写し（コピー）を提出してください。

第2　裁判員になることができない職業
に就いている方

令和2年の１年間を通じ、重い病気又はケガにより出席困難である方は、辞退できます。
 資料の例　診断書の写し、医療費の内容がわかる領収書の写し等
　資料は、すでにお手元にあるなど、容易に準備できる場合には提出してください。
　提出された資料は返却できません。原本が必要な場合は写し（コピー）を提出してください。

第1-6　重い病気又はケガにより出席困難である方

6の理由により辞退を希望する方は、差し支え
のない範囲で病名、現在の症状、全治見込み期間、
入院中か自宅療養中か、通院されている場合に
はその頻度等を具体的に記入してください。

第1-5　学生の方
令和2年の1年間を通じ、学校の学生又は生徒で
ある方は、辞退できます。
※ 学生・生徒とは
　大学、大学院、高等学校、中等教育学校、高等専門学
校、特別支援学校、専修学校、各種学校に在学している
方です。通信制、夜間通学制は含まれません。

  資料の例　学生証の写し等
　提出された資料は返却できません。原本が必要
な場合は写し（コピー）を提出してください。

小さな疑問も話せる雰囲気だったので、進んで意見が
出せました。

一つの事件について、いろいろな視点から考え、発言
することで、自分の考え方や倫理観を見直すことがで
きました。また、他の人々の意見を踏まえ、判断する
過程が、とてもよい経験だと感じました。

傍聴すらしたことがなかった「裁判」に参加していた
なんて今でも信じられないほどですが、法廷での審理
や評議を通して、裁判官、裁判員が一丸となり一つの
答えを導き出したことは何にも代え難い経験でした。

普段特に気にとめていなかった裁判や犯罪について、
今回の経験により、より身近に考えるようになりまし
た。また、市民の感覚や考えが反映される事は大切な
事だと思います。


